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手続きの流れ 

時期 各市町村 共同事業事務局（市長会事務局） 振興協会・市長会議 

    

 

９月 

３月 

２月 

10 月 

11 月 

12 月 

４月 

２月 

【事前調査】 

事業計画書事前調査 

 提出依頼 

予算とりまとめ・振興協会への予算要望 

振興協会理事会 

（助成決定） 

③審査会（交付の適否） 

 

②交付申請 

市長会議（事業・予算決定） 

取消・返還手続 交付取消 

事前準備 

振興協会 

①事業計画書等提出 

10月 22日（金）まで 

 

④交付決定(通知)  
事業遂行 

助成金の管理執行 

 

 

⑤実績報告 

⑦助成金請求 

⑧助成金交付 

⑥助成金確定（通知） 

残金返納・実績報告 

ヒアリング 

11月頃 

 

①-２ 選定委員会 

（申請可能事業の選定） 

事業計画調整 

（観光振興連携活動） 

振興協会（市長会に

対して交付金振込） 

市長会議 

申請取下手続 

事業変更手続、変更届出 

３月 
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多摩・島しょ広域連携活動助成金交付要綱 

（総則） 

第１条 この要綱は、東京都市長会（以下「市長会」という。）及び東京都町村会（以

下「町村会」という。）が多摩・島しょ地域の市町村に対して、多摩・島しょ広域連携

活動助成金（以下「助成金」という。）を交付することに関して、必要な事項を定める

ものとする。 

（目的） 

第２条 助成金は、多摩・島しょ地域の市町村が立ち上げる新たな連携活動の支援、既

存の連携活動の活性化、並びに市町村職員の交流及び人材育成、ひいては多摩・島し

ょ地域の魅力を高めることを目的とする。 

（事務の委任） 

第３条 町村会は、本要綱に係る事務の執行については、市長会に委任する。 

（助成対象者） 

第４条 助成対象者は、連携活動を目的とし、二以上の多摩・島しょ地域の市町村で組

織する協議会、研究会、連絡会等（以下「連携組織」という。）とする。 

２ 連携組織には、企業、学校、ＮＰＯ等の団体及び多摩・島しょ地域以外の市区町村

も参加できるものとする。 

３ 助成金の申請者は、連携組織を構成する多摩・島しょ地域の市町村長の代表とする。 

（助成対象事業等） 

第５条 助成対象事業は、連携組織内の多摩・島しょ地域の市町村自らが企画・立案し、

独自性が表れたもの、かつ連携組織が主体的に実施する多摩・島しょの魅力を高める

もので、市長会会長（以下「会長」という。）が必要と認める事業とする。 

２ 助成対象事業は、別表１のとおり区分する。 

３ 助成金の交付を受けようとする同一市町村で構成される連携組織は、毎年度、前項

で規定した区分ごとに、１件に限り助成金を申請することができる。ただし、多摩･

島しょ地域の全市町村、多摩地域の全市町村、多摩地域の全市、多摩地域の全町村、

東京都の全町村及び島しょ地域の全町村で構成された連携組織は除く。 

４ 前項に定める申請のうち第２項に定める区分中、観光振興連携活動の区分に該当す

る事業の申請については、別に定める事業選定委員会の審査を受け、選定されたもの

に限る。 

（助成年限） 

第６条 第４条に規定する連携組織に対する助成は、前条第２項に規定する一般連携活

動及び観光振興連携活動においては５年を限度とする。 

（助成対象経費及び助成金の額） 
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第７条 助成対象経費、助成金の額及びその上限は、一連携組織につき別表２のとおり

とする。 

（交付申請） 

第８条 助成金の交付を受けようとする申請者は、次に掲げる書類を、毎年度、別に定

める日までに会長に提出しなければならない。 

（１）多摩・島しょ広域連携活動助成金交付申請書（様式１） 

（２）多摩・島しょ広域連携活動助成金事業計画書総括表（様式２） 

（３）多摩・島しょ広域連携活動助成金事業計画書（様式３の１、様式３の２、様式３

の３） 

（４）多摩・島しょ広域連携活動助成金事業歳入歳出予算見積書抄本（様式３の４） 

（５）連携組織の規約等 

（６）その他会長が必要と認める書類 

２ 第５条第２項に定める区分のうち、観光振興連携活動について助成金の交付を受

けようとする申請者は、概ね５年程度で一定の成果を見込める事業計画を立案し、

初年度に多摩・島しょ広域連携活動助成金事業計画書（様式３の３）を提出しなけ

ればならない。 

（交付決定及び通知） 

第９条 会長は、前条の規定による交付申請があったときは、別に定める市町村共同事

業助成金審査会の審査に付したうえで、助成金交付の可否を決定する。 

２ 会長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに申請者に対し、多摩・島し

ょ広域連携活動助成金交付・不交付決定通知書（様式４）により通知する。 

（助成事業の遂行） 

第１０条 前条第２項の規定により交付の決定を受けた申請者は、第８条の規定により

提出した事業計画（以下「事業計画」という。）に従い、連携組織を構成する市町村

等の職員が連携し、協力して事業を適正に遂行しなければならない。なお、事業計画

の主要部分についての変更及び連携組織を構成する一部の団体のみによる事業の遂

行は、認めないものとする。 

（助成事業の変更） 

第１１条 第９条第２項の規定により交付の決定を受けた申請者は、通知された助成金

交付決定総額の範囲内で主要部分以外の事業内容に変更（各事業において交付決定額

の３０％以内の額の変更を除く。）の必要が生じたときは、多摩・島しょ広域連携活

動助成金変更交付申請書（様式５）に多摩・島しょ広域連携活動助成金事業変更計画

書総括表（様式６）、多摩・島しょ広域連携活動助成金事業計画書（様式３の１、様

式３の２、様式３の３）及びその他会長が必要と認める書類を添付し、会長に提出し

なければならない。 
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２ 会長は、前項の規定による変更交付申請があったときは、その内容を審査し、変更

交付の可否を決定する。 

３ 会長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに変更交付申請者に対し、多

摩・島しょ広域連携活動助成金変更交付・不交付決定通知書（様式７）により通知す

る。 

４ 前項の規定により変更交付の決定を受けた申請者は、第１項の規定により提出した

変更後の事業計画に従い、事業を適正に遂行しなければならない。 

（申請の取下げ） 

第１２条 第９条第１項の規定による交付決定又は前条第２項の規定による変更交付

決定を受けた申請者（以下「被交付決定者」という。）は、助成金の申請を取り下げ

るときは、多摩・島しょ広域連携活動助成金取下申請書（様式８）を会長に提出し、

その承認を受けなければならない。 

２ 会長は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかに被交付決定者に対し、

多摩・島しょ広域連携活動助成金取下承認通知書（様式９）により通知する。 

（軽微な変更の届出） 

第１３条 第１１条第１項の規定にかかわらず、被交付決定者は、事業名称の一部修正

など、軽微な変更の必要が生じたときは、速やかに書面により会長に届け出なければ

ならない。 

（実績報告） 

第１４条 被交付決定者は、多摩・島しょ広域連携活動助成金実績報告書（様式１０）

に多摩・島しょ広域連携活動助成金事業実績調書総括表（様式１１）、多摩・島しょ

広域連携活動助成金事業実績調書（様式１２の１、様式１２の２）、領収書等助成対

象経費の支出を証明する書類の写し及びその他会長が必要と認める書類を添付し、別

に定める日までに会長に提出しなければならない。 

（助成金の額の確定） 

第１５条 会長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容の審査を行い、助

成金の額を確定し、多摩・島しょ広域連携活動助成金確定通知書（様式１３）により

被交付決定者に通知する。 

（助成金の請求及び交付） 

第１６条 被交付決定者は、前条第１項の規定により助成金の額が確定した後に、多摩・

島しょ広域連携活動助成金請求書（様式１４）（以下「助成金請求書」という。）を別

に定める日までに会長に提出しなければならない。 

２ 助成金の交付は、連携組織を構成する多摩・島しょ地域の代表市町村とする。 

３ 会長は、第１項の助成金請求書が提出されたときは、速やかに助成金を交付する。 

（助成金の管理執行） 
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第１７条 助成金の交付を受けた被交付決定者は、当該市町村の事務に基づいて、適正

に助成金を管理執行しなければならない。 

（交付決定の取り消し） 

第１８条 会長は、被交付決定者が次の各号の一に該当した場合は、助成金の交付決定

の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）虚偽その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき 

（２）事業の実施に際して、法令に違反したとき 

（３）本要綱又は交付決定に付した条件に違反したとき 

２ 前項の規定は、交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用する。 

３ 助成金の交付を受けた被交付決定者は、助成金の交付決定が取り消された場合は、

当該取り消しに係る部分の助成金を速やかに会長に返還しなければならない。 

（事務の所管） 

第１９条 この要綱に基づく事務は、市長会事務局企画政策室が所管する。 

（事業への協力） 

第２０条 町村会及び公益財団法人東京市町村自治調査会は、市長会から事務の執行

に際し、協力の依頼が有った場合は、協力するものとする。 

（補則） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、会長が

別に定める。 

附 則 （略） 

   附 則  

 この要綱は、令和２年４月３日から施行する。 
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別表１（第５条第２項関係） 

区 分 内   容 

子ども体験塾 第５条第１項に規定する事業であって、子ども（１８歳以下）

を対象とした高度で大規模な感動体験を提供する事業 

観光振興連携活動 
第５条第１項に規定する事業であって、上記を除く事業のう

ち、観光振興に資する事業 

一般連携活動 
第５条第１項に規定する事業のうち、上記２区分に該当する事

業を除く事業 

 

別表２（第７条第１項関係） 

区 

分 
連携組織の規模 助成対象経費 助成金の額 助成上限額 

子
ど
も
体
験
塾 

市町村の数が８以上

又は市町村の人口の

合計が６０万人以上 

助成対象事業に要す

る経費（施設整備等

に係る経費、備品購

入に係る経費及び連

携組織の構成団体の

職員人件費を除く。）

から、当該事業の実

施に係る国、東京都

及びその他団体等か

らの助成金等を控除

して得た経費 

下記のうち、い

ずれか少ない額 

①助成対象経費

の８／１０ 

②当該事業の実

施に伴う支出額

から収入額を控

除して得た額 

年間 

１ ,２００

万円 

市町村の数が５以上

８未満又は市町村の

人口の合計が３０万

人以上６０万人未満 

年間 

８００万円 

上記以外 
年間 

５００万円 
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観
光
振
興
連
携
活
動 

一律 

助成対象事業に要す

る経費（施設整備等

に係る経費、備品購

入に係る経費及び連

携組織の構成団体の

職員人件費を除く。）

から、当該事業の実

施に伴う収入額を控

除して得た経費。 

ただし、備品購入費

について、会長が必

要と認めたものにつ

いてはこの限りでは

ない。 

 

助成対象経費の

１０／１０ 

５００万円

×事業計画

年数（最長

５年） 

ただし、各

年度毎に申

請できる金

額は、年間

１，０００

万円までと

する。 

一
般
連
携
活
動 

一律 

助成対象事業に要す

る経費（施設整備等

に係る経費、備品購

入に係る経費及び連

携組織の構成団体の

職員人件費を除く。）

から、当該事業の実

施に伴う収入額を控

除して得た経費 

①交付開始後、

３年間 

助成対象経費の

１０／１０ 

 

②交付開始後、

４年目から５年

目 

助成対象経費の

１／２ 

 

①年間 

５００万円 

②年間 

２５０万円 

（注１）市町村の数：連携組織を構成する多摩・島しょ地域の市町村の数とする。 

（注２）人口：申請年度前年の９月１日現在の住民基本台帳による人口とする。 

 


